
もしくは、https://www.city.aizuwakamatsu.fukushima.jp/docs/2021080100013/

スマホから
新しい団体さん続 と々増えてます!! つなポン詳しくは、 で検索

市民の地域活動参加と、高齢者の社会参加の促進や介護予防の推進を図るため、ボラン
ティア活動や、社会参加活動、介護予防活動などの実績に基づき、ポイントを付与し集めた
ポイントに応じて協力店で使える「利用券(つなポン券）」に交換できる事業です。

つなポン通信
会津若松市つながりづくりポイント事業
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支　援　型
ボランティア活動の対象範囲が

拡大されました。
高齢者に対するボランティア活動だけでなく、子ども
や障がい者へのボランティア活動、地域づくりや
環境美化活動なども、ポイント対象になります。

参　加　型

登録対象者が拡大されました。
60歳以上の市民に加え、障がい者手帳等をお持ち
の市民も登録が可能になりました。

令和７年度から制度の一部が変わりました!!

活動団体の代表者にお話しを伺いました!!
【団体名】 表町１区町内会環境整備会    代表 星 文夫 様

Q 活動を始めようと思ったきっかけを教えて下さい。

A

A

Q 活動での楽しみは何ですか？

★活動詳細：花壇の環境整備美化活動他お茶会  ★活動場所：表町1区湯川土手
★登録人数：46名 (18～83歳）  ★活動時間：毎週日曜日 6:00～7:30

町内には高齢者が多く、一人暮らしも33名程いるので、如何に参加し
て頂くかを考えた。花壇の環境整備に参加してもらい、5～6人位で集
まって話合いが出来ているので成果は出ている。当初28名の登録で
始まり、現在46名で活動。今後、参加者をもっと増やしていきたい。

自分達が植えた花が綺麗に咲いた時。作業をしてて「ご苦労様、キレ
イに咲いていますね」と声をかけてもらった時が嬉しい。

支援型



●住　所：飯寺南2-10-48
●電　話：0242-27-7716
●営業時間： 昼の部 11:00～14:00
 夜の部 17:30～20:00

※令和7年9月現在約240店舗

食処  太助 様
ショクドコロ タスケ

協力店の手続き

申請書を事務局に提出

マニュアル・のぼり・
ステッカー他送付

※各申請書は事務局から郵送もしくは、ホームページでダウンロード可能です。

登録申請の結果を通知

つなポン券利用開始

ご興味のある個人様！団体様！
まずは事務局へご連絡ください。
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新規協力店をご紹介

つながりづくりポイント事業事務局
会津若松市役所 高齢福祉課 地域支援グループ
電話：0242-39-1290／FAX：0242-39-1431

※令和7年度、新たに
　登録された店舗です。

★ 利用出来るお店は、「のぼり旗」が目印です。
※尚、市のホームページでも協力店が確認出来ます。

参加は
無料
つなポン協力店として、パンフ
レットへの掲載など広報します！

新規協力店募集中新規協力店募集中新規協力店募集中
利用券（つなポン券）を使える市内のお店を募集しています

店主

メニュ
ー
・鶏の唐揚げ定食
・もつ野菜いため定食
・みそ野菜らーめん


